
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

等

農

産

課

の

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

転

車

財

産

活

用

課

の

処

分

○

特

定

施

設

の

設

置

及

び

構

造

等

変

更

の

許

可

申

環

境

管

理

課

請

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条別

表
第
三
農
産
課
の
部

の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

17

1
3

（

○

地
方
卸
売
市
場
の
認
定

卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法

畜
産
課
長

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成

年
法
律
第

号
附
則
第
３
条
第
４

水
産
課
長

（

3
0

6
2

）

）
項

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条別

表
第
三
農
産
課
の
部

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

17

1
7

（

4
6

（

1
3

○

卸
売
市
場
法

昭
和

年
法

１
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
及
び
変
更
の
認
定

第
６
条
第
１
項

第
条
第

畜
産
課
長

，

律
第

号
の
施
行
に
関
す
る

１
項

第
条

水
産
課
長

3
5

）

1
4

）

，

事
務

２
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
の
名
称
等
の
公
示

第
６
条
第
３
項

第
条

総
務
学
事

総
務
学
事

（
13

○

，

第
６
項

第
条

課
法
制
班

課
法
制
班

1
4

）

，

長
長
へ
の
合

畜
産
課
長

議
は

定
，

水
産
課
長

型
的
な
様

式
と
し
て
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あ
ら
か
じ

め
総
務
学

事
課
に
登

録
し
た
も

の
を
除
く

。

３
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
の
失
効
に
係
る
公
示

第
８
条
第
３
項

第
総
務
学
事

総
務
学
事

（

4

○

，
1

条
課
法
制
班

課
法
制
班

）

長
長
へ
の
合

畜
産
課
長

議
は

定
，

水
産
課
長

型
的
な
様

式
と
し
て

あ
ら
か
じ

め
総
務
学

事
課
に
登

録
し
た
も

の
を
除
く

。

（

14

）

○

４
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
第
９
条
第
条

畜
産
課
長

，

水
産
課
長

（

1
0

1
4

）

○

５
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
に
対
す
る
措
置
命
令

第
条

第
条

畜
産
課
長

，

水
産
課
長

（

1
1

1
4

）

○

６
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
の
取
消
し

第
条
第
１
項

第
条

畜
産
課
長

，

令和２年１月１４日　岡山県公報　第１２１５９号



水
産
課
長

７
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
の
取
消
し
に
係
る
公
示

第
条
第
２
項

第
総
務
学
事

総
務
学
事

（

1
1

1
4

○

，

条
課
法
制
班

課
法
制
班

）

長
長
へ
の
合

畜
産
課
長

議
は

定
，

水
産
課
長

型
的
な
様

式
と
し
て

あ
ら
か
じ

め
総
務
学

事
課
に
登

録
し
た
も

の
を
除
く

。

○

８
地
方
卸
売
市
場
の
業
務
等
に
関
す
る
報
告
及
び
資
料
の
徴
収
並
び
に
立
入

畜
産
課
長

検
査

第
条
第
２
項

第
条

水
産
課
長

（

1
2

1
4

）

，

○

９
中
央
卸
売
市
場
の
業
務
等
に
関
す
る
報
告
及
び
資
料
の
徴
収
並
び
に
立
入

畜
産
課
長

検
査

第
条
第
２
項

第
条

水
産
課
長

（

1
2

1
7

）

，

1
0

（
1
5

）

○

地
方
卸
売
市
場
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
へ
の
報
告
等

第
条

畜
産
課
長

水
産
課
長

別
表
第
三
農
産
課
の
部
中

の
項
を
削
り
、

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

18

19

18

20

23

（
岡
山
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）
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岡
山
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

第
三
条

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
五
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車

。

の
処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色

数
量

自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
西
Ｊ
一
〇
二
四
四

二
七
イ
ン
チ

ク
リ
ー
ム
及
び
茶

一
台

岡
山
南
Ｈ
四
三
五
一
四

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

Ｆ
Ｃ
六
М
一
八
三
七
六

二
六
イ
ン
チ

青

一
台

岡
山
東
Ｄ
六
四
七
六
三

二
五
イ
ン
チ

銀

一
台

Ｗ
Ｔ
Ｕ
二
五
六
Ｃ
〇
一
五
七
Ｆ

二
七
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
六
八
一
六
〇

二
七
イ
ン
チ

青

一
台

岡
山
南
Ｊ
三
一
七
〇
一

二
七
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
中
央
Ｊ
二
七
一
六
三

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
東
Ｈ
〇
一
四
八
〇

二
七
イ
ン
チ

白

一
台

Ｆ
Ｔ
一
二
六
二
五
四

二
七
イ
ン
チ

灰

一
台

岡
山
西
Ｅ
〇
二
八
七
六

二
七
イ
ン
チ

紫

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
五
七
六
八
七

二
七
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
六
九
六
〇
九

二
七
イ
ン
チ

赤

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
五
五
七
三
六

二
七
イ
ン
チ

橙

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
六
〇
二
二
八

二
七
イ
ン
チ

黄

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
〇
七
七
六
九

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
西
Ｃ
〇
六
二
五
四
六

二
四
イ
ン
チ

銀

一
台

Ｓ
三
六
三
三
七
五
〇
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二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

三

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
（
県
庁
外
来
駐
輪
場
）

岡
山
市
北
区
丸
の
内
二
丁
目
九
三
番
一
七
号
（
県
庁
職
員
駐
輪
場
）

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
転
車
を
処
分
す

る
。

五

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
庁
舎
管
理
班

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
番
号

○
八
六

二
二
六

七
二
三
四

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

株
式
会
社
ク
ラ
レ

住
所

倉
敷
市
酒
津

番
地

1
6
2
1

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
藤

正
明

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
株
式
会
社
ク
ラ
レ
鶴
海
事
業
所

所
在
地

備
前
市
鶴
海

番
地

4
3
4
2
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

27－ヌ 27－ヌ

種 類 同左 同左無機化学工業製品製造 無機化学工業製品製造

業の用に供する廃ガス 業の用に供する廃ガス

洗浄施設（57） 洗浄施設（58）

能 力 400Ｎ㎥／時間 同左 400Ｎ㎥／時間 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後直ちに － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 連続24時間 当分休止

の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

当該特定施設か

ら排出される汚 水 量（㎥／日） 96 120 178 216 96 120 0 0

水等の汚染状態

の通常の値及び ｐ Ｈ 2～5 2～5 同左 2～5 2～5

最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 50 150 31 111 50 150

常の量及び最大

の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 75 200 46 148 75 200

同左

油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 同左 <0.5 1

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 6 12 4 9 6 12

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.4 0.7 0.2 0.5 0.4 0.7

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 新 設

27－ヌ 27－ヌ

無機化学工業製品製造 無機化学工業製品製造種 類 同左
業の用に供する廃ガス 業の用に供する廃ガス

洗浄施設（60） 洗浄施設（63）

能 力 400Ｎ㎥／時間 同左 600Ｎ㎥／時間

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 工事着手後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 工事完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 当分休止 連続24時間

の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

当該特定施設か

ら排出される汚 水 量（㎥／日） 96 120 0 0 4 5

水等の汚染状態

の通常の値及び ｐ Ｈ 2～5 2～5 2～5 2～5

最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 50 150 100 300

常の量及び最大

の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 75 200 300 600

同左

油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 <0.5 1

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 6 12 10 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.4 0.7 0.5 1

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 処理施設（Ｂ） 同左

ｐＨ調整槽，中水原水槽，処理水槽，中和槽，
種 類 及 び 型 式 かくはん槽 濃縮沈殿槽 遠心分離機 中水槽 同左， ， ， ，

膜ろ過装置

ｐＨ調整槽ＳＵＳ，中水原水槽ＳＵＳ，処理水
槽ＳＵＳ，中和槽ＰＶＣ，かくはん槽ＳＳ，濃構 造 同左縮沈殿槽ＳＳ，遠心分離機ＳＳ，中水槽ＳＳ，
膜ろ過装置ＳＵＳ，中空糸膜エレメント37本

ｐＨ調整槽φ2.8ｍ×Ｈ4.0ｍ×２槽，中水原水
槽φ1.5ｍ×Ｈ3.5ｍ，処理水槽φ2.0ｍ×Ｈ4.0
ｍ，中和槽Ｌ1.5ｍ×Ｗ0.6ｍ×Ｈ0.7ｍ，かく

， ，はん槽Ｌ3.5ｍ×(Ｗ1.5ｍ Ｗ2.1ｍ)×Ｈ2.9ｍ
主 要 寸 法 濃縮沈殿槽φ6.0ｍ×Ｈ2.89ｍ，φ4.0ｍ×Ｈ 同左

4.0ｍ，遠心分離機φ0.52ｍ×Ｌ1.45ｍ，中水
槽φ2.9ｍ×Ｈ8.45ｍ，膜ろ過装置φ0.708ｍ×
Ｈ2.32ｍ（外形 ，φ0.089ｍ×Ｈ1.07ｍ（モ）
ジュール）

能 力 同左
中和，濃縮沈殿，遠心分離2,400㎥／日，膜ろ
過504㎥／日

処 理 の 方 法 中和，濃縮沈殿，遠心分離，膜ろ過 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 920.71 1,184.54 920.71 1,184.54 924.71 1,189.54 924.71 1,189.54
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 4～8 4～8 7～8 7～8 同左
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＣＯＤ（mg／Ｌ） 145.07 317.99 18.38 33.68 144.88 317.91 18.36 33.67
最大の量

 Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 268.78 492.08 11.42 16.29 268.92 492.53 11.43 16.31

  油 分（mg／Ｌ） <0.5 1 <0.5 1 同左

  Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 9.95 19.87 7.66 10.12 同左

  Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 0.845 1.652 0.845 1.652 0.844 1.649 0.844 1.649
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 処理施設（Ｇ） 同左

種 類 及 び 型 式 中和槽，膜ろ過装置，脱水機 同左

構 造 同左
中和槽ＦＲＰ，膜ろ過装置中空糸膜モジュール
５本，ＳＵＳ，脱水機ＳＵＳ

中和槽Ｌ2,750ｍｍ×Ｗ1,350ｍｍ×Ｈ1,750ｍ
ｍ，膜ろ過装置（ＧＳＲ－５型）φ189ｍｍ×
Ｈ1,160ｍｍ（モジュール ，Ｌ1,955ｍｍ×Ｗ）

主 要 寸 法 同左600ｍｍ×Ｈ1,725ｍｍ 外形 膜ろ過装置 Ｇ（ ）， （
Ｌ－５型）φ207ｍｍ×Ｈ1,421ｍｍ（モジュー
ル ，Ｌ2,600ｍｍ×Ｗ950ｍｍ×Ｈ2,434ｍｍ）
（外形 ，脱水機Ｌ1,600ｍｍ×Ｗ960ｍｍ×Ｈ）
655ｍｍ

496㎥／日 同左能 力

処 理 の 方 法 中和，膜ろ過，遠心分離 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 385 496 385 496 275 352 275 352
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 3～6 3～6 6～8.5 6～8.5 同左
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 50 146 1.5 3 38 120 1.1 2
最大の量

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 75 194 4 8 56 160 3 7

  油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 <0.5 1 同左

  Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 6 12 5 10 5 10 4 8

  Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.4 0.7 0.4 0.7 0.3 0.6 0.3 0.6
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｂ水路排水口

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 773.51 1,241.66 722.51 1,102.66

ｐ Ｈ 6～8 6～8 同左

 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 14.09 21.24 15.09 23.35

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 8.92 12.49 9.13 12.78

 油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 同左

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 6.72 9.88 6.64 9.23

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.685 1.222 0.692 1.258

大腸菌群数（個／㎤） <3,000 3,000 同左

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和２年１月14日から同年２月４日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び備前市役所
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〔
九
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に

供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

コ
ー
プ
山
陽

エ
デ
ィ
オ
ン
山
陽
店

所
在
地

赤
磐
市
下
市
二
七
七

一
ほ
か

－

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

生
活
協
同
組
合
お
か
や
ま
コ
ー
プ

(1)

住
所

岡
山
市
北
区
奉
還
町
一
丁
目
七
番
七
号

代
表
者
の
氏
名

理
事
長

平
田

昌
三

名
称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

(2)

住
所

広
島
県
広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
十
八
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

久
保

允
誉

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
変
更
前
）
名
称

コ
ー
プ
山
陽

デ
オ
デ
オ
山
陽
店

（
変
更
後
）
名
称

コ
ー
プ
山
陽

エ
デ
ィ
オ
ン
山
陽
店

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
十
九
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日
ま
で
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２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔
一
〇
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
倉
敷
市
か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
に
つ
い
て
の

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
二
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
十
八
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
倉
敷
市
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
局
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
部
環
境
施
設
室
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
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〔
一
一
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
倉
敷
市
か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理
場
に
つ
い
て
の

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
二
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理
場

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
十
八
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
倉
敷
市
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
局
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
部
環
境
施
設
室
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
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